
大田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

 

  令和３年３月２５日 

 

                  大田市長  

 

大田市規則第３３号 

大田市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則 

大田市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年大田市規則第１

６号の２）の一部を次のように改正する。 

様式第３号、様式第３号の２、様式第３号の３及び様式第９号中「※

自署であれば押印不要です。」及び「㊞」を削る。 

様式第１１号、様式第１４号、様式第２１号、様式第２２号、様式

第３２号及び様式第３３号中「㊞」を削る。 

附 則 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 


